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１【提出理由】

　2025年６月26日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

本社を移転することに伴い、定款に定める本店所在地を変更する。また、法令に定める監査等委員で

ある取締役の員数を欠くことになる場合に備えるため、補欠の監査等委員である取締役に関する規定

を定款に新設する。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、沓掛英二、新井聡、松尾大作、芳賀真、黒川

洋、髙倉千春及び山下良則を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、市原幸雄、池田隆行及び野上宰門を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、宮川明子を選任する。
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決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 1,416,585 671 427 （注）１ 可決（99.47％）

第２号議案 （注）２

沓掛　英二 1,324,325 89,290 4,060 可決（93.00％）

新井　聡 1,337,147 76,467 4,060 可決（93.90％）

松尾　大作 1,339,027 78,224 427 可決（94.03％）

芳賀　真 1,339,100 78,151 427 可決（94.03％）

黒川　洋 1,352,467 64,784 427 可決（94.97％）

髙倉　千春 1,399,666 17,585 427 可決（98.29％）

山下　良則 1,391,365 25,886 427 可決（97.70％）

第３号議案 （注）２

市原　幸雄 1,323,945 93,310 427 可決（92.97％）

池田　隆行 1,324,087 93,168 427 可決（92.98％）

野上　宰門 1,394,171 23,085 427 可決（97.90％）

第４号議案

　宮川　明子
1,415,419 1,838 427 （注）２ 可決（99.39％）

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

　（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと

により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反

対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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